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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の視機能を検査するための視標を所定の呈示領域に呈示する視標呈示部と、
　前記視標呈示部の表示面を視差を持たない基準面とし、前記基準面に対して沈み込んで
又は浮き上がって被検者に認識させるための視差を持つ立体視検査視標を含む検査視標を
前記視標呈示部に呈示させる制御手段と、
　前記検査視標を被検者の左右眼にそれぞれ呈示するために、前記視標呈示部に呈示され
た前記検査視標を左眼用視標と右眼用視標とに分離する視標分離手段と、
　を有する視標呈示装置であって、
  前記検査視標は、被検者の立体視を誘導するために、前記基準面から連続的又は段階的
に変化する視差を持つ誘導視標を含み、
　前記誘導視標は、前記誘導視標の基準面が、前記基準面と一致することを特徴とする視
標呈示装置。
【請求項２】
　被検者の視機能を検査するための視標を所定の呈示領域に呈示する視標呈示部と、
　所定の基準面に対して沈み込んで又は浮き上がって被検者に認識させるための視差を持
つ立体視検査視標を含む検査視標を前記視標呈示部に呈示させる制御手段と、
　前記検査視標を被検者の左右眼にそれぞれ呈示するために、前記視標呈示部に呈示され
た前記検査視標を左眼用視標と右眼用視標とに分離する視標分離手段と、
　を有する視標呈示装置であって、
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前記検査視標は、被検者の立体視を誘導するために、前記立体視検査視標の外側に呈示さ
れ、且つ、前記視標呈示部の表示面の外周部に呈示され、視差を持つ枠状視標を含むこと
を特徴とする視標呈示装置。
【請求項３】
　請求項２の視標呈示装置において、
  前記枠状視標は、前記視標呈示部の表示面の外周部から中央部に向かって連続的又は段
階的に変化する視差を持つ視標であることを特徴とする視標呈示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検者の両眼視機能を検査するために被検者の左右眼に視標を呈示する視標
呈示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶パネル等のディスプレイに様々な種類の視標を呈示（表示）することによっ
て被検者眼の視力等の視機能を検査する視標呈示装置が知られている（例えば、特許文献
１参照）。このような装置では、偏光等を利用して被検者の左右眼に呈示する視標に視差
を持たせることにより、立体視検査等の両眼視機能検査を行うことができる。
【０００３】
　立体視検査では、被検者の左眼には左眼用視標のみが呈示され、被検者の右眼には右眼
用視標のみが呈示される。このため、被検者は、左右眼に呈示された各視標を融像するこ
とにより、視標の浮き上がり（又は沈み込み）を認識する。そして、被検者に認識された
視標の浮き上がり（又は沈み込み）の度合、見え方、等を確認することにより、被検者の
立体視機能が検査される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２０７５６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、立体視検査に慣れていない被検者では、立体視機能が正常であるにも拘
らず、視標を立体的に認識できない場合がある。具体的には、左眼用視標と右眼用視標と
を別個に認識してしまう（上手く融像できない）場合である。特に、立体視検査の意味を
理解し難い被検者、例えば、小さい子供等の場合では、視標を立体的に認識させることが
難しい。この場合、検査の効率が著しく低下してしまう。
【０００６】
　本発明は、上記従来技術の問題点に鑑み、視標を立体的に認識させ易く、効率的に立体
視検査等の両眼視機能検査が行える視標呈示装置を提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
  本発明は、上記課題を解決するために、以下の構成を有することを特徴とする。
（１）　被検者の視機能を検査するための視標を所定の呈示領域に呈示する視標呈示部と
、前記視標呈示部の表示面を視差を持たない基準面とし、前記基準面に対して沈み込んで
又は浮き上がって被検者に認識させるための視差を持つ立体視検査視標を含む検査視標を
前記視標呈示部に呈示させる制御手段と、前記検査視標を被検者の左右眼にそれぞれ呈示
するために、前記視標呈示部に呈示された前記検査視標を左眼用視標と右眼用視標とに分
離する視標分離手段と、を有する視標呈示装置であって、前記検査視標は、被検者の立体
視を誘導するために、前記基準面から連続的又は段階的に変化する視差を持つ誘導視標を
含み、前記誘導視標は、前記誘導視標の基準面が、前記基準面と一致することを特徴とす
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る。
（２）　被検者の視機能を検査するための視標を所定の呈示領域に呈示する視標呈示部と
、所定の基準面に対して沈み込んで又は浮き上がって被検者に認識させるための視差を持
つ立体視検査視標を含む検査視標を前記視標呈示部に呈示させる制御手段と、前記検査視
標を被検者の左右眼にそれぞれ呈示するために、前記視標呈示部に呈示された前記検査視
標を左眼用視標と右眼用視標とに分離する視標分離手段と、を有する視標呈示装置であっ
て、前記検査視標は、被検者の立体視を誘導するために、前記立体視検査視標の外側に呈
示され、且つ、前記視標呈示部の表示面の外周部に呈示され、視差を持つ枠状視標を含む
ことを特徴とする。
（３）　（２）の視標呈示装置において、前記枠状視標は、前記視標呈示部の表示面の外
周部から中央部に向かって連続的又は段階的に変化する視差を持つ視標であることを特徴
とする。
 
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、視標を立体的に認識させ易く、効率的に立体視検査等の両眼視機能検
査が行える。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本発明の実施形態である
視標呈示装置の概略外観図である。視標呈示装置１００の筐体１０の前面には、視標呈示
部（視標呈示手段）３０が設けられている。視標呈示部３０は、被検者との距離が５ｍ等
の遠方距離位置に置かれた場合にも所定サイズの視力検査用視標７０ａ（例えば、ＶＡ（
Visual Acuity）２．０のランドルト環視標）等の視標が呈示（表示）可能な大きさを持
つ画面（所定の呈示領域）を備えており、内部には呈示手段（表示手段）であるカラー液
晶ディスプレイ３１が配置されている（図２参照）。
【００１０】
　筐体１０の前面の下方には、操作手段であるリモートコントローラ（以下、リモコン）
６０からの赤外光（光信号）を受信するための受信手段である受信部１１が設けられてい
る。また、筐体１０の下部には、装置１００の各種設定（入力）を行うための設定手段（
入力手段）であるファンクションキー（ボタン）１２が設けられている。
【００１１】
　リモコン６０には、ディスプレイ３１に表示される視標を選択するための視標選択手段
である複数のキー（ボタン）６１と、選択された視標等を表示するための表示手段である
モノクロ（カラーでもよい）液晶ディスプレイ６２と、赤外光（光信号）を送信するため
の送信手段である送信部６３と、を備えている。
【００１２】
　図２は、視標呈示部３０の構成と装置１００の制御系とを示す概略ブロック図である。
視標呈示部３０は、ディスプレイ３１と、ディスプレイ３１の前面に配置された（貼付さ
れた）シート状の偏光光学部材３２と、を備えている。偏光光学部材３２は、少なくとも
ディスプレイ３１の視標呈示（表示）領域をカバーする大きさを持っている。ディスプレ
イ３１と受信部１１とファンクションキー１２とは、装置１００の制御手段である制御ユ
ニット４０に接続されている。制御ユニット４０には、様々な視標を記憶するための記憶
手段であるメモリ４１が接続されている。また、制御ユニット４０は、リモコン６０から
の指令信号を解読するデコーダ回路等を備えている。制御ユニット４０は、リモコン６０
からの視標切換えの指令信号等の入力により、ディスプレイ３１の各画素の表示を制御す
る（視標を表示させる）。
【００１３】
　偏光光学部材３２の構成について説明する。ディスプレイ３１からは、所定の方向（垂
直方向、水平方向又は斜め４５度方向）に偏光軸を持つ直線偏光の光が出射される。本実
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施形態では、垂直方向の偏光軸を持つ直線偏光の光が出射される。偏光光学部材３２は、
ディスプレイ３１が持つ画素の大きさに対応して横方向（水平方向）に延びるライン状で
且つ縦方向（鉛直方向）に交互に配置された光学領域３２ａ及び３２ｂを備えている。光
学領域３２ａ及び３２ｂは、ディスプレイ３１からの光を通過させるときに、互いに直交
する偏光軸を持つ直線偏光の光に変換する。本実施形態では、偏光光学部材３２として、
位相差機能を持つ１／２波長板と同等の機能を持つものが使用されている。１／２波長板
は、周知のように、入射光の偏光軸が１／２波長板の高速軸（又は低速軸）に対して角度
θで入射したときに、その振動方向を２×θ回転させる。すなわち、１／２波長板は、入
射光の偏光軸方向に対して高速軸（又は低速軸）である光学的主軸方向を傾斜させること
により、入射光の偏光軸方向（振動方向）を回転させる機能を持つものであり、入射光の
光量をそのまま維持できる特性を持つものである。
【００１４】
　立体視検査を含む両眼視機能検査では、互いに直交する偏光軸を持つ偏光フィルタ９０
Ｌ及び９０Ｒを備えている偏光眼鏡９０を被検者が装用し、被検者の左眼の前に偏光フィ
ルタ９０Ｌが配置され、被検者の右眼の前に偏光フィルタ９０Ｒが配置される。本実施形
態では、偏光フィルタ９０Ｌは４５度方向に偏光軸を持っており、偏光フィルタ９０Ｒは
１３５度方向に偏光軸を持っている。また、被検者が偏光眼鏡９０を装用する代わりに、
左右の検査窓に球面レンズ、柱面レンズ、補助レンズ、等が切換え配置される自覚式屈折
力検査装置（以下、ホロプタ）２００が使用されてもよい。この場合には、被検者が偏光
眼鏡９０を装用する代わりに、互いに直交する偏光軸を持つ偏光フィルタ２０１Ｌ及び２
０１Ｒが、左右の検査窓に一方ずつ配置される。
【００１５】
　一方、光学領域３２ａは、左眼用の光学領域であり、本実施形態では、その光学的主軸
方向は、偏光眼鏡９０（又はホロプタ２００）が備えている左眼用の偏光フィルタ９０Ｌ
（又は偏光フィルタ２０１Ｌ）の偏光軸方向（４５度方向）と一致した偏光軸方向の光に
ディスプレイ３１からの光を変換するように配置されている。また、光学領域３２ｂは、
右眼用の光学領域であり、本実施形態では、その光学的主軸方向は、偏光眼鏡９０（又は
ホロプタ２００）が備えている右眼用の偏光フィルタ９０Ｒ（又は偏光フィルタ２０１Ｒ
）の偏光軸方向（１３５度方向）と一致した偏光軸方向の光にディスプレイ３１からの光
を変換するように配置されている。このため、被検者が左右眼の前に配置された偏光フィ
ルタ９０Ｌ及び９０Ｒ（又は偏光フィルタ２０１Ｌ及び２０１Ｒ）を通して視標呈示部３
０を見ると、左眼には偏光フィルタ９０Ｌ（又は偏光フィルタ２０１Ｌ）を透過可能な光
学領域３２ａからの光のみが視認され、光学領域３２ｂからの光は偏光フィルタ９０Ｌ（
又は偏光フィルタ２０１Ｒ）によって遮断されるために視認されない。逆に、右眼には偏
光フィルタ９０Ｒ（又は偏光フィルタ２０１Ｒ）を透過可能な光学領域３２ｂからの光の
みが視認され、光学領域３２ａからの光は偏光フィルタ９０Ｒ（又は偏光フィルタ２０１
Ｒ）によって遮断されるために視認されない。このようにして、ディスプレイ３１からの
光を分離して被検者の左右眼に入射でき、被検者の左右眼に異なる視標を呈示できる。す
なわち、視差を持つ視標（立体視検査用視標）を被検者の左右眼に呈示できる。このため
、偏光光学部材３２と偏光眼鏡９０（又はホロプタ２００）とは、ディスプレイ３１に呈
示（表示）された視標を分離する分離手段となる。
【００１６】
　次に、ディスプレイ３１に呈示（表示）される立体視検査用視標について説明する。図
３は、本実施形態の立体視検査用視標である視標画像を正面から見た状態を示す図である
。図４は、本装置での立体視検査における視標（視標画像）の見え方（立体視を正常に行
える被検者眼が偏光眼鏡９０（又はホロプタ２００）を介して見た場合の視標（視標画像
）の見え方）を示す図である。なお、本実施形態では、検査距離（視標呈示部３０（ディ
スプレイ３１）から被検者眼までの距離）を５ｍとする。
【００１７】
　視標画像７０は、ディスプレイ３１に表示される視標であり、呈示領域であるディスプ
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レイ３１の画面全体に表示される。視標画像７０には、立体視検査をするために、異なる
視差を持っている複数の視標が含まれている。本実施形態の視標画像７０は、ディスプレ
イ３１の表示面（画素面）を、視差を持た無い基準面として、視標が沈み込んで被検者に
見える（認識される）検査視標である第１物体視標７１、第２物体視標７２及び第３物体
視標７３と、被検者に検査視標の立体視を誘導するために沈み込んで被検者に見える（認
識される）誘導視標である枠視標（枠状視標）８１と、を含んでいる。
【００１８】
　本実施形態の視標画像７０には、小さな子供向け（小さな子供の関心を惹くため）に、
動物等のキャラクタ、景色、等の視標が含まれている。キャラクタ視標である物体視標７
１～７３は、視標画像７０の中央部付近に表示される。
【００１９】
　物体視標７１は、所定の第１の視差を持つ左眼用視標７１Ｌと右眼用視標７１Ｒとを含
んでおり、視標７１Ｌと視標７１Ｒとの間は間隔Ｗ１とされている。ここでいう間隔とは
、左右の各視標における同じ特徴点のディスプレイ３１上での間隔を指すものとする。物
体視標７２は、第１視差とは異なる所定の第２の視差を持つ左眼用視標７２Ｌと右眼用視
標７２Ｒとを含んでおり、視標７２Ｌと視標７２Ｒとの間は間隔Ｗ２とされている。物体
視標７３は、第１及び第２視差とは異なる所定の第３の視差を持つ左眼用視標７３Ｌと右
眼用視標７３Ｒとを含んでおり、視標７３Ｌと視標７３Ｒとの間は間隔Ｗ３とされている
。間隔Ｗ１～Ｗ３は、各物体視標の沈み込み量に対応している。物体視標７２に対して物
体視標７３が遠方にあるように見せるため、間隔Ｗ３は、間隔Ｗ２に比べて広くなってい
る。逆に、物体視標７２に対して物体視標７１が近方にあるように見せるため、間隔Ｗ１
は、間隔Ｗ２に比べて狭くなっている。すなわち、本実施形態では、間隔Ｗ１＜間隔Ｗ２
＜間隔Ｗ３（第１視差＜第２視差＜第３視差）である。間隔Ｗ１～Ｗ３が各物体視標７１
～７３に持たせる視差としては、例えば、間隔Ｗ１が、視差としての７分、間隔Ｗ２が８
分、間隔Ｗ３が１０分、とする。従って、物体視標７１と物体視標７２の相対的な視差は
１分であり、物体視標７２と物体視標７３の相対的な視差は２分となる。これによって、
立体検査時に、被検者の１分、２分を判別できる立体視機能があるかどうかを判定できる
。なお、視差（物体視標の間隔）は、検査したい立体視機能に対応して変更すればよい（
視標画像７０を編集・作成すればよい）。
【００２０】
　枠視標８１は、物体視標７１～７３を立体視し易いように、物体視標７１～７３よりも
沈み込み量が小さく、ディスプレイ３１の表示面（画素面）を基準面として沈み込んで見
える（認識される）所定の第４の視差を持っている。この第４視差は、第１～第３視差と
は異なる（第１～第３視差よりも小さい）。枠視標８１は、物体視標７１～７３の視認を
妨げないように、視標画像７０内の外側に配置される。なお、枠視標８１は、視標画像７
０の外周部に配置される上枠視標８２と下枠視標８３と左枠視標８４と右枠視標８５とを
含んでいる。
【００２１】
　枠視標８１において、左右の枠視標は、第４視差（以下、枠視差という）を持っている
。左枠視標８４は、左眼用の左枠視標８４Ｌと右眼用の左枠視標８４Ｒとを含んでおり、
視標８４Ｌと視標８４Ｒとは所定の枠視差を持っている。同様に、右枠視標８５は、左眼
用の右枠視標８５Ｌと右眼用の右枠視標８５Ｒとを含んでおり、視標８５Ｌと視標８５Ｒ
とは所定の枠視差（視標８４Ｌと視標８４Ｒとの視差と同じ）を持っている。
【００２２】
　例えば、下枠視標８３と左枠視標８４との境界を線Ａとする（図４参照）。左眼用の左
枠視標８４Ｌと下枠視標８３との境界である線ＡＬは、枠視標８１の左下角にある始点Ｓ
Ｌから画面（視標画像７０）の中央に向かって延びている。右眼用の左枠視標８４Ｒと下
枠視標８３との境界である線ＡＲは、点ＳＬから画面の中央に向かって延びている。線Ａ
Ｌは、線ＡＲに対して外側に向かって延びている。線ＡＲ及び線ＡＬは、立体視した場合
に、図４の線Ａが画面の中心に向かって延びて見えるように、ディスプレイ３１に表示さ
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れる。
【００２３】
　また、下枠視標８３と右枠視標８５との境界を線Ｂとする（図４参照）。左眼用の右枠
視標８５Ｌと下枠視標８３との境界である線ＢＬは、枠視標８１の右下角にある始点ＳＲ
から画面（視標画像７０）の中央に向かって延びている。右眼用の右枠視標８５Ｒと下枠
視標８３との境界である線ＢＲは、始点ＳＲから画面の中央に向かって延びている。線Ｂ
Ｒ及び線ＢＬは、立体視した場合に、図４の線Ｂが画面の中心に向かって延びて見えるよ
うに、ディスプレイ３１に表示される。
【００２４】
　始点ＳＬ及びＳＲは、視差を持たない点であり、ディスプレイ３１の表示面に一致して
いる。線ＡＬが延びる方向と線ＡＲが延びる方向とは、枠視差に応じて異なっており、線
ＡＬと線ＡＲとの間は、連続的に（徐々に）広がっている。同様に、線ＢＬが延びる方向
と線ＢＲが延びる方向とは、枠視差に応じて異なっており、線ＢＬと線ＢＲとの間は、連
続的に（徐々に）に広がっている。このため、下枠視標８３及び左枠視標８４は、始点Ｓ
Ｌの位置を基準面として、連続的に沈み込んで見える（認識される）こととなる。また、
下枠視標８３及び右枠視標８５は、始点ＳＲの位置を基準面として、連続的に沈み込んで
見える（認識される）こととなる。本実施形態の枠視差は、物体視標７１～７３よりも沈
み込み量が小さいものとする。例えば、物体視標７１よりも手前に見えるように、視差と
して３分とする。なお、枠視差は、物体視標７１～７３の立体視を誘導できる視差であれ
ばよい。枠視差は、物体視標７１～７３の中で沈み込み量の小さい視標（物体視標７１）
の位置まで沈みこんで見えるような視差であってもよい。また、枠視差は、物体視標７１
～７３の何れの沈み込み量よりも大きい視差であってもよい。
【００２５】
　なお、上枠視標８２と左枠視標８４との関係は、下枠視標８３と左枠視標８４との関係
と同様であり、上枠視標８２と右枠視標８５との関係は、下枠視標８３と右枠視標８５と
の関係と同様である。
【００２６】
　このようにして、枠視標８１は、ディスプレイ３１の表示面（視差を持たない基準面）
から連続的に（徐々に）沈み込んで見える（認識される）。これにより、被検者が物体視
標７１～７３を見たときに覗き込み効果が生じ、被検者の注意を視標画像７０の中央部付
近に引き付けることができる。また、枠視標８１が連続的に（徐々に）沈み込んで見える
（認識される）ことにより、立体視検査に慣れない被検者の物体視標７１～７３への立体
視が誘導され易い。例えば、被検者の視線を視標画像７０の中央部付近に誘導する場合、
被検者の視線が枠視標８１の隅の線（線Ａ、線Ｂ、等）を辿ることにより、立体視に徐々
に慣れていき、検査視標である物体視標７１～７３の立体視を誘導できる。
【００２７】
　以上のような構成を有する視標呈示装置１００での立体視検査における動作について説
明する。検者は、偏光眼鏡９０を装用した被検者（又は左右眼の前にホロプタ２００が配
置された被検者）を視標呈示装置１００から所定距離（本実施形態では５ｍ）離れた検査
位置に位置させ、リモコン２０のキー６１を押すことによって視標呈示装置１００に立体
視検査用視標（視標画像）７０を呈示させる。制御ユニット４０は、リモコン６０からの
指令信号に基づいてメモリ４１に記憶された視標画像７０のデータを呼び出し（読み出し
）、呼び出したデータの視標画像７０をディスプレイ３１に表示させる。
【００２８】
　視標画像７０の内、左眼用の視標７１Ｌ～７３Ｌ、上枠視標８２、下枠視標８３、左枠
視標８４Ｌ及び右枠視標８５Ｌの光が、光学領域３２ａ及び偏光フィルタ９０Ｌ（又は偏
光フィルタ２０１Ｌ）を介して被検者の左眼ＥＬに入射する。同様に、右眼用の視標７１
Ｒ～７３Ｒ、上枠視標８２、下枠視標８３、左枠視標８４Ｒ及び右枠視標８５Ｒの光が、
光学領域３２ｂ及び偏光フィルタ９０Ｒ（又は偏光フィルタ２０１Ｒ）を介して被検者の
右眼ＥＲに入射する。これにより、被検者には、枠視標８１がディスプレイ３１の表示面
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から沈み込んで見える（認識される）。また、物体視標７１～７３が沈み込んで見え、枠
視標８１よりも奥にあるように見える。
【００２９】
　そして、検者は、物体視標７１～７３がどのように見えるかを被検者に確認する。物体
視標７１が物体視標７２よりも前方（手前）にあるように（物体視標７２が物体視標７１
よりも後方（奥）にあるように）見えると共に物体視標７２が物体視標７３よりも前方（
手前）にあるように（物体視標７３が物体視標７２よりも後方（奥）にあるように）見え
ると被検者が答えれば、被検者が立体視機能を持っていることが検者に分かる。
【００３０】
　なお、被検者が上手く立体視できない（視標が立体に見えない（認識できない））場合
、検者は、被検者にディスプレイ３１の隅（画面上の視標画像７０内の外側に配置された
枠視標８１の始点ＳＬ、始点ＳＲ、等）を注目するように促し、さらに、枠視標８１の線
Ａ、線Ｂ、等を辿りながら視標画像７０の中央部付近に配置された物体視標７１～７３を
見るように促す。被検者は、連続的に沈み込んで見える（認識される）枠視標８１の線Ａ
、線Ｂ、等を辿ることにより、視標画像７０の中央部付近に配置された物体視標７１～７
３をスムーズに立体視できる。そして、この動作によって被検者が立体視できれば、さら
に立体視検査を進めることができる。一方、この動作を行っても被検者が立体視できなけ
れば、被検者の立体視機能に問題があることが分かる。
【００３１】
　このようにして、本装置によれば、誘導視標による検査視標への誘導により、被検者が
立体視し易くなる。また、立体視検査に慣れない被検者にも検査の意味を分からせること
ができ、効率的な立体視検査（両眼視機能検査）が行える。
【００３２】
　次に、本発明の実施形態の変容例を説明する。ここでは、誘導視標を動画として呈示（
表示）し、被検者の立体視を誘導する構成とする。
【００３３】
　まず、第２実施形態の視標画像１７１について説明する。ここでは、前述の視標画像７
０との違いを中心に説明する。図５及び図６は、第２実施形態の立体視検査用視標である
視標画像１７１を正面から見た状態を示す図である。図５は、初期状態を示し、図６は、
図５の状態から一定時間経過後の動画終了状態を示している。なお、これらの動画表示は
、制御ユニット４０によって実行される。
【００３４】
　視標画像１７１は、物体視標７１～７３と、枠視標１１１と、を含む。物体視標７１～
７３は、前述と同様であり、何れの状態において、それぞれ視差（間隔Ｗ１～Ｗ３）を持
っている。枠視標１１１は、視標画像１７１の外周部に配置される上枠視標１１２と下枠
視標１１３と、左枠視標１１４と、右枠視標１１５と、を含んでいる。しかし、初期状態
（図５）においては、枠視標１１１は視差を持たない。このため、被検者が偏光眼鏡９０
を介して枠視標１１１を見ても、枠視標１１１は、ディスプレイ３１の表示面（基準面）
に位置して見える（沈み込んで認識されない）。一方、一定時間経過した動画終了状態（
図６参照）では、枠視標１１１は、前述の実施形態（図３参照）と同様の枠視差を持って
いる。被検者が左右眼で図６の状態を立体視したときには、図４と同じとなる。左枠視標
１１４は、左眼用の左枠視標１１４Ｌと、右眼用の左枠視標１１４Ｒを含む。右枠視標１
１５は、左眼用の右枠視標１１５Ｌと、右眼用の右枠視標１１５Ｒを含む。
【００３５】
　制御ユニット４０は、リモコン２０に配置された動画開始用のスイッチ（図示を略す）
からの開始信号が入力されると、図５の初期状態から、図６の誘導視標としての枠視標１
１１の視差が徐々に大きくなる方向（図６の場合は、沈み込みの方向）に時間的に変化す
るように、ディスプレイ３１の表示を制御する。すなわち、左眼用の視標（上枠視標１１
２、下枠視標１１３、左枠視標１１４Ｌ、右枠視標１１５Ｌ、線ＡＬ、線ＢＬ）が中央に
向かって移動するように表示され、また、右眼用の視標（上枠視標１１２、下枠視標１１
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３、左枠視標１１４Ｒ、右枠視標１１５Ｒ、線ＡＲ、線ＢＲ）が呈示領域の中央に向かっ
て移動するように表示される。この動画表示の際に、左眼用の視標と右眼用の視標との視
差が徐々に大きくなるように、時間的に変化される。このような表示により、被検者が両
眼視したときには、図４の線Ａ、線Ｂがそれぞれ始点ＳＬ、ＳＲから徐々に延び、枠視標
１１１が徐々に時間的に沈み込んでいくように見える。このような動画的な表示により、
被検者の物体視標７１～７３に対する立体視を効果的に誘導できる。
【００３６】
　なお、誘導視標である枠視標１１１の動画表示において、視標の視差の時間的な変化量
（速度）は、時間の１秒間当たり、視差５秒～３分が好ましい。視差の変化の速度が時間
１秒間当たり視差３分より速いと、左右眼で見たときの誘導視標の動きが速すぎ、動画表
示の効果が薄れる。視差の変化の速度が時間１秒間当たり視差５秒より遅い場合は、誘導
視標の動きが遅くなり、検査時間が長引き、被検者の注意も誘導視標に向き難くなる。例
えば、本実施形態では、時間１秒間当たり視差３０秒の速度が採用されている。
【００３７】
　また、視差の変化の速度が等速であると、誘導視標の視差が大きくなるにつれて、実際
に両眼したときの誘導視標の動きが速くなるように認識される。このため、実際に両眼視
したときの誘導視標の動きが等速となるように、誘導視標の視差が大きくなるにつれて、
時間的な視差の変化を小さくすることが好ましい。
【００３８】
　また、誘導視標の動画表示においては、図５の初期状態と動画終了である図６の表示状
態が所定の終了信号が入力されるまで、繰り返し表示されるようにしても良い。枠視標１
１１の沈み込み（又は浮き上がり）の動画表示が繰り返し行われることにより、被検者の
立体視の誘導をより効果的に行える。
【００３９】
　視標画像１７１は、リモコン２０のキー６１の操作による視標切換えの指令信号により
ディスプレイ３１に表示され、リモコン２０に配置されたスイッチ（図示を略す）により
誘導視標（枠視標１１１）の動画表示の開始信号が入力される。また、誘導視標の動画表
示の繰り返しが行われるように設定されている場合は、リモコン２０に配置された動画停
止スイッチ（図示を略す）により、終了信号が入力され、図６ように誘導視標（枠視標１
１１）が固定表示される。
【００４０】
　以上のように、誘導視標を動画表示し、沈み込み量が連続的に変化（増大）する構成と
することにより、誘導視標（枠視標１１１）に注目した被検者は、視差のない（立体視の
必要がない）状態の誘導視標が徐々に沈み込んで見える動画を見ることができる。被検者
は、動画を見続けることにより、徐々に立体視に慣れることができる。これにより、被検
者の立体視が誘導できる。
【００４１】
　次に、第３実施形態として、誘導視標を動画として呈示する場合の変容例を説明する。
図７及び図８は、第３実施形態の立体視検査用視標である視標画像１７２を正面から見た
状態を示す図である。図７は、初期状態を示し、図８は、図５の状態から一定時間経過後
の動画終了状態を示している。なお、これらの動画表示は、制御ユニット４０によって実
行される。
【００４２】
　視標画像１７２では、前述した枠視標がなく、物体視標７１を誘導視標として利用する
構成となっている。物体視標７１～７３は、前述と同様にディスプレイ３１に表示される
。図７に示すように、動画表示の初期状態において、物体視標７１は、視差が無いように
ディスプレイ３１に表示される。そして、左眼用の視標７１Ｌと右眼用の視標７１Ｒとの
視差が、徐々に大きくなるように時間的に変化される。被検者が両眼視したときには、前
述の図５，６と同じように、物体視標７１が基準面から徐々に沈み込み方向に移動してい
くように被検者に認識される。これにより、被検者の立体視が誘導される。そして、視標
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７１Ｌと視標７１Ｒとの視差の時間的な変化が停止したとき（図８の状態）、誘導視標と
しての視標７１が、所定の間隔Ｗ１の視差を持つ立体視検査用視標として兼用される。他
の立体検査用視標である視標７２、７３との見え方（遠近に違いがあるか否か）によって
、被検者の立体視の視機能が検査される。
【００４３】
　なお、図７，８において、物体視標７２、７３は表示されず、誘導視標を兼ねる物体視
標７１のみが表示される構成であっても良い。すなわち、誘導視標としての動画が終了し
、物体視標７１の視標７１Ｌ、７１Ｒが所定の視差（例えば、２分）を持つ間隔Ｗ１で固
定表示されることにより、立体視の視機能検査が可能になる。
【００４４】
　制御ユニット４０は、リモコン６０からの動画開始信号に基づいて物体視標７１を視差
の無い状態から視差を持つ状態まで変化して表示させる。なお、視標画像１７２の動画表
示において、誘導視標の視差の変化速度、連続的又は段階的な表示の条件は、第２実施形
態と同様である。
【００４５】
　以上のように、検査視標である物体視標を動画表示することで、物体視標に注目した被
検者は、徐々に立体視に慣れることができる。この場合、被検者の立体視を誘導した状態
で（物体視標７１を見たままの状態で）、立体視検査ができる。
【００４６】
　なお、以上の説明では、動画表示する視標が、被検者に沈み込んで見える構成としたが
、これに限るものではない。視標は浮き上がって見えるように動画表示してもよい。また
、呈示領域に表示されている同一の視標が、沈み込みで見えたり、浮き上がって見えたり
するように動画表示する構成であってもよい。
【００４７】
　なお、以上の説明（第１実施形態及び第２実施形態）では、枠視標を誘導視標として用
いたが、これに限るものではない。連続的に沈み込んで見える（認識される）視標であれ
ばよく、例えば、奥行を持っている（ことを想起させる）ものである額縁、窓枠、扉、机
等の台状の物、檻等の箱状の物、道、線路、等が描写された視標であってもよい。また、
奥に向かって延びるように見える（認識される）１又は複数の線、矢印、等が描写された
視標であってもよい。
【００４８】
　また、以上の説明では、誘導視標を連続的に沈み込んで見える（認識される）ものとし
たが、これに限るものではない。誘導視標によって被検者に検査視標の立体視を誘導でき
ればよく、誘導視標の沈み込みの見え方は、段階的であってもよい。例えば、視標画像内
の左右の外側に柱、木、等が描写された視標が奥に向かって並べられてもよい。なお、段
階的に表示させる場合の視差は、被検者に段階的に見えるように、所定のステップに対応
した視差を持つ視標をディスプレイに表示する構成とする。この所定のステップとは、被
検者に視差の違い認識できる程度の視差のステップを指し、例えば、視差０秒より大きく
、視差３０秒より小さいことが好ましい。段階的な変化のステップが視差３０秒より大き
いと、立体視に慣れていない被検者に対して立体視の誘導に支障を可能性かある。また、
誘導視標の動画表示においては、視標の視差の時間的な変化は、滑らかな動きとして被検
者に認識させるために連続的である方が好ましいが、上記のように段階的な変化であって
も良い。
【００４９】
　また、以上の説明では、検査視標及び誘導視標を沈み込んで見える（認識される）もの
としたが、これに限るものではない。検査視標及び誘導視標は、浮き上がって見え（認識
され）てもよい。また、誘導視標は、視標画像の中央部付近に配置されてもよい。
【００５０】
　また、以上の説明では、誘導視標の基準面（始点の位置する面）を、ディスプレイ３１
の表示面と一致させるものとしたが、これに限るものではない。誘導視標によって被検者
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に検査視標の立体視を誘導できればよい。例えば、誘導視標の基準面は、ディスプレイ３
１の表示面から若干(視差２０秒以内)沈み込んで見える面であってもよいし、ディスプレ
イ３１の表示面から若干(視差２０秒以内)浮き上がって見える面であってもよい。
【００５１】
　また、以上の説明では、誘導視標に視差を持たせることにより、視差を持つ検査視標の
立体視を誘導させるものとしたが、これに加えて、誘導視標にグラデーションを付けるこ
とによって立体視を誘導させてもよい。
【００５２】
　また、以上の説明では、検査視標をキャラクタ等の視標にしたが、これに限るものでは
ない。従来の立体視検査で利用されている視標（上下に延びた棒状の視標（棹視標））等
を用いてもよい。
【００５３】
　また、以上の説明では、被検者の左右眼に呈示される視標（ディスプレイ３１に表示さ
れる視標）を分離する手段として、偏光光学部材３２と偏光フィルタ９０Ｌ及び９０Ｒ（
又は偏光フィルタ２０１Ｌ及び２０１Ｒ）とを用いるものとしたが、これに限るものでは
ない。例えば、円偏光を利用して視標を分離する手段を用いてもよい。また、色（赤／緑
（又は青）を利用して視標を分離する手段、電子シャッタを利用して視標を分離する手段
、等の周知の分離手段を用いてもよい。
【００５４】
　また、視標画像は、ラスターイメージデータ、ベクターイメージデータ、等の周知の画
像データとしてメモリ４１に記憶されていればよい。
【００５５】
　また、視標画像は、ディスプレイ３１の画面全体に表示されるのではなく、画面の所定
領域内に表示されればよい。この場合は、その領域が呈示領域となる。また、視標画像（
検査視標及び／又は誘導視標）のサイズは、固定ではなく、変更可能であってもよい。
【００５６】
　また、検査視標及び誘導視標の沈み込み量又は浮き上がり量は、固定ではなく、変更可
能であってもよい。
【００５７】
　また、以上の説明では、視標呈示部の呈示手段にディスプレイを用いたが、これに限る
ものではない。呈示領域に視標を呈示するものであればよい。例えば、スクリーン、視標
窓、等の呈示領域に視標を呈示する視標投影方式（省検査距離型の視標投影方式も含む）
の呈示手段を用いてもよい。この場合、視標を分離する分離手段の一部である偏光光学部
材は、視標が描かれた（印字された）視標板（視標ディスク）の前に配置される（貼付さ
れる）。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の実施形態である視標呈示装置の概略外観図である。
【図２】視標呈示部の構成と装置の制御系とを示す概略ブロック図である。
【図３】本実施形態の立体視検査用視標である視標画像を正面から見た状態を示す図であ
る。
【図４】本装置での立体視検査における視標の見え方を示す図である。
【図５】第２実施形態の立体視検査用視標である視標画像１７１の初期状態を正面から見
た図である。
【図６】第２実施形態の立体視検査用視標である視標画像１７１の動画終了状態を正面か
ら見た図である。
【図７】第３実施形態の立体視検査用視標である視標画像１７２の初期状態を正面から見
た図である。
【図８】第３実施形態の立体視検査用視標である視標画像１７２の動画終了状態を正面か
ら見た図である。
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【符号の説明】
【００５９】
　３０　視標呈示部
　３１　ディスプレイ
　３２　偏光光学部材
　４０　制御ユニット
　４１　メモリ
　６０　リモコン
　７０　視標画像
　７１～７３　物体視標（検査視標）
　８１～８５　枠視標（誘導視標）
　９０　偏光眼鏡
　１００　視標呈示装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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